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令和８年４月 21 日

名寄市監査委員決定

令 和 ８ 年 度 監 査 計 画

１ 目的

令和８年度の定例監査及び出納検査(例月)並びに一般会計、特別会計及び企業会計の決

算審査（以下「監査等」という。）について、効率的かつ効果的に実施するため、名寄市監

査基準（令和２年監査委員訓令第１号。以下「監査基準」という。）第８条の規定に基づき、

監査計画を次のとおり定める。

２ 基本方針

(１) 合規性及び正確性の視点による監査の推進

手続きの合規性及び数値の正確性の監査を推進し、改善を求める監査を実施する。

(２) 経済性（Economy）、効率性（Efficiency）、有効性（Effectiveness）の３Ｅの視点

による監査の推進

３Ｅの視点を踏まえ、事務事業が最少の経費で最大の効果を上げているか等、効率

的かつ効果的な監査を実施する。

(３) 監査等の有機的連携及び内部統制に依拠した監査の実施

各種監査等の有機的連携を図る監査を実施する。

また、内部統制（組織として自らが行うチェック体制の整備、運用改善）が図られ、

適切なリスク管理の運用がなされているかに着眼した監査や、リスクに基づく監査に

より、監査資源の有効的な配分を目指す。

（４）リスク・アプローチによる監査

監査対象を識別し、リスクの内容及び程度を総合的に判断して、リスクの高い項目

を重視した監査を行う。

(５) 監査の質の向上

監査委員及び事務局職員は、監査等に求められる質を確保するために、知識の習得

や監査能力の向上に努める。

(６) 監査情報の発信と監査の実効性向上

監査結果や改善措置などの情報発信の他、過去の指摘等に対する対応状況の把握や

必要に応じて是正等助言を行い、監査の実効性、指導的機能を高める。

３ 実施する各種監査等

監査等の種類、内容、実施日程・時期は、次の事項に基づき実施する。

なお、それぞれの具体的な内容は実施計画において定める。

(１) 定期監査（財務監査）(地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）

第 199 条第４項、監査基準第２条第 1 項第１号）
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ア 監査事項

(ア) 財務及びこれに関連する事務の執行状況において、予算の執行、収入、調定、

支出負担行為、支出及び契約事務が適正かつ効率的に行われているか。

(イ) (ア)以外の事務における文書の処理方法及び諸帳簿の記帳整理並びに事業に

係る制度について、法令順守により適正に行われているか。

イ 監査の方法

（ア） 監査対象部局長に対し関係書類の提出を求め、適法か妥当かを確認し、必要

に応じ実地調査を行う。

(イ) リスクを想定した監査対象を選定し、リスクに対する事前の対策等に着眼した

監査を実施する。

（ウ） 監査対象年度は令和７年度とする。ただし、監査の必要があるときは、現年度

の事務を対象とする場合がある。

(２) 財政援助団体等監査（法第 199 条第７項、監査基準第２条第１項第３号）

ア 財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施

設の管理を行わせている者に対し、当該団体に対する財政的援助等に係る出納そ

の他の事務の執行が適法及び妥当に行われているか等を主眼として実施する。

イ 対象団体 補助金の交付を受けた団体等及び公の施設の指定管理者から選定

ウ 実施日程 令和８年 10 月から令和９年１月末日

(３) 行政監査（法第 199 条第２項、監査基準第２条第１項第２号）

行政監査は、次の事項に基づき実施する。

ア 市長等の事務又は委員会若しくは委員の権限に属する事務の執行について、監査

が必要であると認めたとき。

イ 実施日程 随時

(４) 随時監査（法第 199 条第５項、監査基準第２条第１項第１号）

随時監査は、次の事項に基づき実施する。

ア 監査が必要であると認めたとき又は、今後予定する定期監査を繰り上げて実施す

る必要があるとき。

イ 監査内容 事務事業の執行が適法及び妥当かつ合理的、効果的に行われているか

を監査する。

ウ 実施日程 随時

(５) 例月出納検査（法第 235 条の２第 1 項、監査基準第２条第１項第１号及び第５号）

例月出納検査は、次の事項に基づき実施する。

ア 会計管理者及び公営企業管理者等が保管する現金（歳入歳出外現金または預り金

及び基金に関する現金を含む）の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証す

るとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうか。

イ 併せて請求書等関係書類の財務監査も適宜行い、照会事項、意見、指導事項があ

るときは、処理状況の報告や資料の提出を求め、各監査・審査と有機的に連携する

監査を行う。

ウ 実施日程 書類等実査期間は、原則毎月１日から 25 日とする。
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(６) 決算審査（法第 233 条第２項、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 30 条

第２項、監査基準第２条第１項第４号）

決算審査は、次の事項に基づき実施する。

ア 審査事項（審査に当たっては、次の事項を主眼とする。）

（ア） 決算その他関係諸表の正確性の検証

(イ） 予算の執行及び事業の運営が、適正かつ効率的に行われているか。

(ウ) 決算における資産、債権等の確認及び検査を行い、財産管理の効率化等を審査

する。

(エ) 地方財政法（昭和 23 年法律第 109 号）第７条の規定による剰余金の措置がさ

れているか審査する。

イ 審査の方法

財政課をはじめ、関係課より提出された関係書類、帳票等により照合調査のほか、

必要に応じ関係職員からの概況聴取等により実施する。

ウ 審査の期間

(ア） 一般会計・特別会計決算審査 令和８年７月～８月

(イ） 水道事業会計・下水道事業会計・病院事業会計決算審査 令和８年６月～８月

(７) 基金運用審査（法第 241 条第５項、監査基準第２条第１項第６号）

基金運用状況審査は、次の事項に基づき実施する。

ア 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証する。

イ 基金の運用が正確、適正かつ効率的に行われているか。

ウ 審査の時期 決算審査に併せて実施する。

(８) 健全化判断比率等審査 （地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律

第 94 号）第３条第１項及び第 22 条第 1 項、監査基準第２条第１項第７号）

財政健全化及び経営健全化審査は、次の事項に基づき実施する。

ア 健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担

比率）及び公営企業の資金不足比率の算定の基礎となる書類の係数の正確性を検証

する。

イ 健全化判断比率等が適正であるか。

ウ 審査の時期 令和８年８月～９月

４ 結果報告及び公表の時期

(１) 法第 199 条第４項に基づく定期監査(財務監査)

ア 定期監査の結果報告は、法第 199 条第９項に基づき、議会及び市長並びに教育委

員会等へ報告し、名寄市役所名寄庁舎前掲示場に掲示するほか報道機関等へ公表、

市のホームページに掲載する。

イ 公表の時期 令和９年３月

(２) 定期監査に伴う市長等による措置状況

ア 市長等が監査結果に基づく措置を講じ、監査委員に通知があったときは、法第 199

条第 14 項に基づき、市のホームページに掲載する。

イ 公表の時期 通知があったとき
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(３) 財政援助団体等に対する監査

監査結果の報告は、（１）及び（２）の定期監査の例により実施する。

(４) 例月出納検査

ア 検査の結果は各定例議会開会前に議会及び市長への報告を経て公表する。

イ 公表の時期

(５) 決算審査及び基金運用審査

ア 審査終了後、監査委員の意見を付した決算審査意見書を市長に提出する。

イ 公表の時期 令和８年９月末

(６) 健全化判断比率等審査

ア 審査終了後、監査委員の意見を付した審査意見書を市長に提出する。

イ 公表の時期 令和８年９月末

５ 監査対象

６ 監査等の実施体制

監査委員２名で監査等を実施し、事務局職員が補助する。

定 期 監 査

(財務監査)

【総務部 財政課】

【市民部 市民課、環境生活課、税務課】

【健康福祉部 社会福祉課、高齢者支援課】

【上下水道室 業務課、工務課、浄水場、下水処理場】

【名寄市立総合病院 事務部総務課】

監査等範囲

○令和７年度執行事務事業等

○令和７年度完了工事等

財政援助団体等監査

（財政援助団体監査）

名寄市交通安全運動推進委員会

名寄市老人クラブ連合会

都会っ子体験交流実行委員会

財政援助団体等監査

（公の施設の指定管理者監査）
風連商工会（ふうれん地域交流センター）

随 時 監 査

(財務監査)
必要に応じ随時実施

行 政 監 査 必要に応じ随時実施


